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～安心して暮らせる住まいを守るために～
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§1　 耐震基準・耐震診断について

旧耐震基準の木造建築物における具体的な弱点は？

①耐震診断の変遷

旧耐震 新耐震

木造建築物の軸組の設置の基準

　 建物を建てる際の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定めた法律である
「建築基準法」は1950年(昭和25年)に初めて制定され、その後数回の大地震を経験し、
その都度耐震性の向上を目的として建築基準法施行令の改正が行われてきました。そし
て、1981年(昭和56年)の改正後の法律が、現在の建築基準法の元となっており、一般的
に「新耐震基準」と言われています。また、昭和56年以前の建物は「旧耐震基準」と言
われています。

　 よって、1981年(昭和56年)以前に建設された既存の建物は、現在の建築基準法に適合
しないものとされます。ただし、改正された基準は、改正前に建設された既設の建物に
は遡及されないため、既存する建物の多くが現行の基準に満足しない「既存不適格建築
物」という扱いになります。

　 また、1995年の兵庫県南部地震で木造建築物の被害が多くみられたため、2000年に

木造建築物の耐震基準の見直しが行われました。

さらに、2016年の熊本地震時に新耐震基準以降の木造建築物にも被害がみられ、中でも

2000年(平成12年)の木造建築物の軸組の設置の基準の制定以前の住宅に被害が見られた

ことから、2000年以前のものを中心に接合部等の状況確認を推奨することが国土交通
省により示されました。

・耐力壁が少ない。

・耐力壁の配置が偏っている。

・軸組の接合部が弱い。

・床・屋根が弱い。

・基礎に鉄筋がない。
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②旧耐震基準と新耐震基準、2000年告示の違いについて
木造建築物の旧耐震基準(昭和56年６月以前)と新耐震基準(昭和56年６月以降)及びH12
年建設省告示(平成12年以降)とでは、以下のような違いがあります。

旧耐震基準

新耐震基準

平成12年

告示

鉄筋が

入っていない

必要な筋かい

21cm/㎡

筋かいは釘などで
柱に固定する

柱はかすがいで留
める

山形プレートやホール
ダウン金物等を使用

筋かいプレート等
を使用

必要な筋かい

29cm/㎡

バランスよく配置 筋かいの種類に応じ、

金物の仕様を定める

柱にかかる力に応じ、

金物の仕様を定める

羽子板ボルト羽子板ボルト筋かいプレートBP

筋かいプレートBP-2

筋かいプレートBP-3FS ホールダウン金物

10kN用・15kN用

地盤に応じて

採用できる

基礎を規定

鉄筋が

入っている

基礎 必要な筋交いの数 筋交いの固定 柱の固定
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「福岡県西方沖地震　 現地被害調査報告」2.被害状況 より引用　

　 （国土交通省 国土技術政策総合研究所 建築研究部 、国立研究開発法人 建築研究所 構造研究グループ）

擁壁と外壁の破壊

敷地と建物の崩壊

土壁及び屋根の損傷

1階の傾斜が著しい建物

船着場からの遠景(玄海島)

建物被害だけでなく敷地崩壊や

擁壁崩壊による被害も多くあり

建物周辺状況の把握も大切

屋根にブルーシートが多くかけられており、

屋根瓦や外壁の落下が多かったことが伺える

　 平成17年(2005年)福岡県西方沖地震のときの木造住宅における被害を例に挙げます。

玄海島における当時の被害状況です。

③被害例
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「平成28年(2016年)熊本地震建築物被害調査報告」5.3木造建築物の被害 より引用　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （国土交通省 国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人 建築研究所）

倒壊した木造住宅の柱頭部(金物確認できず)倒壊した木造住宅

アパートの筋交い端部(蟻害による断面欠損)

アパートの筋交い端部(釘1～2本打ちによる接合)

1階が層崩壊した2階建て木造アパート

接合部は金物で補強

することが望ましい

接合部を金物で補強することで

崩壊の可能性を低くできる

蟻害を放置していると、

建物崩壊の危険性が高くなるため

対策を行うことが望ましい

　 平成28年(2016年)熊本地震のときの木造住宅における被害を例に挙げます。
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「平成28年(2016年)熊本地震建築物被害調査報告」5.3木造建築物の被害 より引用　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （国土交通省 国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人 建築研究所）

崩壊した擁壁地盤に生じた亀裂

大きく傾斜した店舗併用住宅

1回目の地震で壁が外れた木造住宅(左)が、2回目の地震で倒壊した(右)した例

住宅が無事でも周辺の建物や

擁壁の崩壊で被害を受けることも

熊本地震のように震度７の地震が

連続して起こることもあるため

無理に住宅に留まるのは避けたい

店舗で出入口を多く確保すると

壁が少なくなるので注意したい
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「令和6年能登半島地震による木造建築物の被害調査報告（速報）」より引用　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （国土交通省 国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人 建築研究所）

2023年地震時に倒壊を免れたが倒壊に至った家屋

2023年地震時に倒壊を免れた家屋(2023年撮影)

2階が崩壊した木造住宅

倒壊した木造家屋群

大きな残留変形のある木造家屋

隣家と衝突した可能性がある住宅

平面バランスと立面バランスが悪いと

建物が変形しやすくなる

２度の大きな地震を受けると

建物が倒壊する危険性が高くなる

　 令和6年(2024年)能登半島地震のときの木造住宅の被害を例に挙げます。



④耐震診断のフロー
　 以下に耐震診断のフロー図を示します。

OK専門家による診断が必要旧耐震基準で建てられ

ている建物は専門家に

よる診断が望ましい

評点1.0未満

評点1.0以上になるように補強

室内の一部分のみを強化

評点1.0以上

専門家による 耐震診断・新耐震木造住宅検証

耐震改修設計

耐震改修工事 耐震シェルター・防災ベッドの設置

一応倒壊しない

はい

いいえ

問題なし

1.5以上～　 　 　  ：倒壊しない

1.0以上～1.5未満：一応倒壊しない

～0.7未満　 　 　  ：倒壊する可能性が高い

0.7以上～1.0未満：倒壊する可能性がある

誰でもできるわが家の耐震診断 新耐震木造住宅検証法

「所有者による検証」

昭和56年6月～

　 　 　 平成12年5月

昭和56年6月より前

平屋建て、2階建て 3階建て以上

何階建ての木造住宅ですか？

昭和56年6月より前に建てられた建物ですか？

平成12年6月以降に建てられた建物ですか？
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誰でもできるわが家の耐震診断（昭和56年6月より前）
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新耐震木造住宅検証法「所有者による検証」（昭和56年6月～平成12年5月）
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　 診断をするために、図面の確認と現地調査を行います。図面で柱や壁、筋交いの位置
やそのバランスを確認します。その図面をもとに現地で以下のポイントを確認します。

柱・壁

種類や位置を確認します

屋根

種類を確認します

劣化

建物強さに関わる

劣化がないかを

確認します

接合部

柱や壁、床等をどのように

固定しているか確認します

床・横架材

種類や位置を

確認します

基礎

種類や固定方法を確認します

専門家による耐震診断・新耐震木造住宅検証法
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ポイント1　 壁の補強・増設とバランス



ポイント2　 接合部の補強



ポイント3　 基礎の補強



ポイント4　 水平構面の補強



ポイント5　 劣化部材の補修



ポイント6　 住宅の軽量化

ポイント1　 壁の補修・増設とバランス



・筋かいを追加して補強します

・構造用合板を張って壁を補強します

15

両側に筋かいを配置する

筋かいとの併用も可能

筋かいを追加

§2　 耐震性を高める6つのポイント



・立面的なバランス

・平面的なバランス

壁の量が偏っている！

※壁倍率は全て1と仮定

少ない多い

2階の耐力壁の下に耐力壁が来ていない！ 1階・2階の耐力壁の位置が揃っている

壁の量に偏りが少ない！

× 〇

× 〇
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ポイント2　 接合部の補強



・柱上下の補強

・筋交い端部の補強

ポイント3　 基礎の補強



・鉄筋コンクリート基礎の増し打ち補強


既存基礎(無筋コンクリート)

山形プレート

筋かいプレート

新設基礎(鉄筋コンクリート)

17

適切な金物を用いて接合部を補強する

耐震性を考慮して鉄筋コンクリート

の基礎を新設して一体とする
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ポイント5　 劣化部材の補修



・防腐・防蟻処理



・部材の交換

ポイント4　 水平構面の補強



・床面の構造用合板張りによる補強



・火打ちばりによる補強

構造用合板

火打ちばり

部材の交換

マッチ箱を例にしてみると．．．

シロアリや湿気による腐朽で

部材が劣化すると建物の強度が

落ちる

ふた(床)が地震の力

に耐えてくれるので

変形しづらい

地震等の水平力

地震等の水平力

ふた(床)がないと

地震の力で大きく

変形する可能性がある

普段は違いがない



ポイント6　 住宅の軽量化


・屋根・外壁の軽量化


重い屋根

重い壁

建物が
つまり、必要な壁が増える

重くなるとそれだけ地震時にかかる力が大きくなる！


軽い屋根

軽い壁

瓦

モルタル

スレート

サイディング

(窯業系・金属系)

金属板

下見板

19

【屋根】

【壁】



§３　 福岡市木造戸建住宅耐震改修工事費補助事業

20
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　 福岡市には、建物の耐震補強工事に対する補助事業があります。

　 に旧耐震基準で建築された木造住宅が対象です。評点1.0未満の建物
を評点1.0以上に補強する工事で補助があります。なお、

なのでご注意ください。



　 また、耐震シェルターや防災ベッドの設置工事にも補助があります。
です。


　 補助の内容は以下の通りです。　

昭和56年6月まで
昭和56年6月～平成12年5月ま

でに建てられた木造住宅は補助の対象外

高齢者や障害者
の居住している世帯が補助の対象

耐震改修工事

耐震改修工事費の ( )の補助金が交付されます。



　 補助金額計算例：耐震改修工事費用が300万円の場合

　 　 300万円 × 80% → 240万円

　 　 補助金の上限は150万円のため、上限の150万円の補助金が交付されます。

　 　 実質の負担額は、工事費300万円－補助金150万円＝150万円です。



　 耐震改修工事費用が180万円の場合

　 　 180万円 × 80％ → 144万円

　 　 補助金上限の150万円以内であるため、144万円の補助金が交付されます。

　 　 実質の負担額は、工事費180万円－補助金144万円＝36万円です。


80％ 上限150万円

耐震シェルター等の設置

耐震改修工事費の ( )の補助金が交付されます。 　 　 　 　 　 　 　



　 設置工事費が100万円の場合

　 　 100万円 × 40％ → 40万円

　 　 補助金の上限は25万円のため、25万円の補助金が交付されます。

　 　 実質の負担額は、工事費100万円－補助金25万円＝75万円です。



　 設置工事費が50万円の場合

　 　 50万円 × 40％ → 20万円

　 　 補助金上限の25万円以内であるため、20万円の補助金が交付されます。

　 　 実質の負担額は、工事費50万円－補助金20万円＝30万円です。


40％ 上限25万円
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部屋の形の例



木造軸組耐震シェルター



6畳　 ：間口2,730mm×奥行2,330mm×高さ2,241mm

4畳半：間口2,400mm×奥行2,150mm×高さ1,987mm



費用：税抜46万円～

　 　 （設置費含む。運搬諸経費、オプション別途）

テーブルの形の例



耐震小型シェルター



幅900mm×長さ1,500mm×高さ750mm ～



費用：税抜27万円～

　 　 （梱包料、送料、組立費別途）

ベッドの形の例



ベッド型シェルター



幅1,140mm×長さ2,100mm×高さ1,850mm ～



費用：税抜40万円～

　 　 （輸送費、組立費、オプション別途）

23

　 建物の補強工事はハードルが高いと感じる場合は、命を守るために建物の一部だけを
強くする耐震シェルターの設置なども地震対策になります。

　 耐震シェルターは、建物の内部に地震に強い空間を作ります。建物を補強するもので
はないので、 。しかし、万が一、地震が起こり
建物が倒壊してしまっても耐震シェルターは壊れにくいため、

。

　 耐震シェルターは既製品が多く、部屋の形のもの、ベッドやテーブルの形をしたもの
などたくさん種類があります。ご自宅の状況や予算にあわせて選ぶことができます。

　 ただし、耐震シェルターも補助制度の対象ですが、自治体によって補助対象外の製品
もあるため、事前の確認を忘れないようにご注意ください。

地震で建物が倒壊する可能性は残ります
耐震シェルターに避難す

ることで命を守ることに繋がります

耐震シェルターについて



1階 平面図

■ ■

■ ■

■

■

■

2階 平面図

ポイント１ 壁の補強・増設とバランス



・屋根は瓦葺き、壁はモルタルの重たい建物

　 で壁量が足りていないので、壁倍率の高い

　 壁に補強して壁量を増やします。

・東面と西面は壁補強だけでは足りないので

　 ふすまがあった所に壁を追加します。

・バランスを整えるように壁を配置します。

ポイント３ 基礎の補強



・鉄筋の入っていないコンクリートに

　 鉄筋コンクリート基礎を増し打ちして

　 補強します。

（この例では工事のしやすい外周のみ）

壁の補強・追加

柱の追加

基礎の補強

■

N

24

補強後の評点　 1.03補強前の評点　 0.43

　 補強例についてご紹介します。

　 １つめは昭和56年6月より前に旧耐震基準で建てられた2階建ての木造住宅で、専門家
による診断の結果、評点0.43で「倒壊する可能性が高い」評価でした。

補強例 ①
§4　 補強工事事例



仕上げを貼って完成です。

中身が強くなっていること
は見た目からはあまり分か
りません。

この例では、構造用合板で
はなく、耐震パネルを設置
しました。

壁製品には工事を簡略化し
て費用も抑えられるなどの
メリットがあります。

壁倍率１の筋交い入りの壁
です。普段見えている壁を
剥がすと、このように部材
が出てきます。

この部分に壁倍率2.9相当の
耐震パネルを設置します。

基礎の補強をするために、
既存のコンクリートの目荒
らしをします。目荒らしす
ることで既存と新設のコン
クリートが一体化しやすく
なります。

既存の基礎の横に新しい鉄
筋を新設します。既存部分
と新設部分を一体化するた
め、鉄筋で固定します。

コンクリートを打設して完
成です。

基礎の補強

25



　 こちらの事例では、壁補強、壁追加、基礎補強と、壁補強に伴う押し入れと天井の撤
去新設を行いました。

　 費用は合計で税抜300万円程度でした。昨今の物価上昇などを考慮すると、工事費用
は当時よりも割高になる可能性があります。

補強費用

補強設計費用の御見積の例

税抜20～30万円

補強工事費用の御見積の例

税抜250～300万円
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補強費用 (内訳)



1階 平面図

ポイント１ 壁の補強・増設とバランス



・屋根は瓦葺き、壁は土壁(リシン吹付仕上)

　 の重たい建物です。

　 壁量が足りていないので、壁倍率の高い壁

　 に補強して壁量を増やします。

・特に東西方向の壁量が足りていないので

　 東西方向の壁を補強します。

・壁や筋交いの配置バランスが悪いので

　 壁の補強位置でバランスを整えます。

ポイント３ 基礎の補強



・建物南面の開口下に基礎の立ち上がりが

　 なく、床が傾斜していることが確認され

　 たので、鉄筋コンクリートで基礎を補強

　 します。

・押入の壁の補強に伴って、基礎を新設し

　 ます。

28

壁の補強

基礎の補強

基礎の新設

　 ２つめは、昭和56年6月より前に旧耐震基準で建てられた平屋の木造住宅で、専門家
による診断の結果、評点0.56で「倒壊する可能性が高い」評価でした。

補強例 ②

補強前の評点　 0.56 補強後の評点　 1.00

N
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押入を新設し、壁の仕上げ貼って補強完了です。

工事前と比べても見た目はもちろん、スペースが狭く
なったりなど、使用感に違いはありません。

壁倍率2.9相当の耐震パネル
を設置します。

裏面にも同じよう様に耐震
パネルを設置しています。

押入を撤去し耐震パネルの
受け材を設置します。

押入の壁を補強をします。この壁の両面から耐震パネル
を設置して耐力壁に作り変えます。

壁の補強
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建物南側の縁側の開口の下に基礎がなく、室内の床も傾斜が確認されました。

外周部の基礎を新設します。

既存の基礎の横に新しい鉄筋を新設しま
す。既存部分と新設部分を一体化するた
め、鉄筋で固定します。

コンクリートを打設して完成です。

基礎の補強



　 こちらの例では、壁の補強、基礎の補強、壁の補強に伴う押し入れの撤去新設を行い
ました。

　 費用は合計で税抜150万円程度でした。昨今の物価上昇などを考慮すると、工事費用
は当時よりも割高になる可能性があります。

補強費用

補強設計費用の御見積の例

税抜20～30万円

補強工事費用の御見積の例

税抜100～150万円
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補強費用 (内訳)
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■

壁の補強

柱の追加

基礎の補強

屋根の葺き替え

■

N
※2階の屋根の葺き替えも実施する

2階 平面図

ポイント６ 住宅の軽量化　   



 瓦葺き屋根をスレート葺き

 屋根に葺き替えることで

 住宅を軽くします。

 軽くすると必要な壁量が

 少なく抑えられます。

1階 平面図

ポイント３ 基礎の補強



無筋コンクリート基礎に鉄筋

コンクリートを増し打ちして

補強します。

ポイント１

 壁の補強・増設とバランス



・屋根は瓦葺き、外壁はラス

　 シートモルタル塗りに吹付

　 タイル仕上げで重たい建物

　 で壁量が足りていません。

　 壁倍率の高い壁に補強して

　 壁量を増やします。

補強前の評点　 0.42 補強後の評点　 1.01

　 ３つめは、昭和56年6月より前に旧耐震基準で建てられた2階建ての木造住宅で、専門
家による診断の結果、評点0.42で「倒壊する可能性が高い」評価でした。

補強例 ③
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工事後の壁です。

仕上げのシートを貼って完成です。

ボードを取り付けます。

耐震パネルを設置します。耐震パネル設置のため柱を新設します。

仕上げを撤去します。工事前の壁です。

壁の補強
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工事完了後の状況です。コンクリートの型枠を取り外します。

型枠を設置しコンクリートを打設します。コンクリートを目荒らしして配筋します。

補強する部分の土を掘削します。工事前の状況です。

基礎の補強
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ルーフィングとスレートを設置します。垂木と野地板合板を設置します。

瓦と瓦桟を撤去します。既存の瓦葺きの屋根です。

工事後のスレート葺きの屋根です。

重量が軽くなるので建物の負担が小さく
なります。

工事前の瓦葺きの屋根です。

屋根の葺き替え



　 こちらの例では、壁の補強、基礎の補強、屋根の葺き替えを行いました。

　 費用は合計で税抜500万円程度でした。昨今の物価上昇などを考慮すると、工事費用
は当時よりも割高になる可能性があります。

補強設計費用の御見積の例

税抜20～30万円

補強工事費用の御見積の例

税抜450～500万円
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補強費用補強費用
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補強費用 (内訳1)
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補強費用 (内訳2)



手法1　 断熱性能の向上

40

木造住宅の耐震性とは直接関係はありませんが、木造住宅でなされる環境配慮の手法

についてご紹介いたします。

断熱工法

断熱材

充填断熱工法(内断熱)

柱や壁の外側を

断熱材で覆う柱と柱の間の壁等


に断熱材を入れる

断熱工法は大別して以下の2つがあります。どちらの工法でも共通して隙間なく断熱を行う

ことが大切です。

断熱性能は快適に暮らすために必要な性能です。断熱性能が低いと建物内の室温が、

外気温の影響を強く受けてしまい、夏は熱しやすく冬は冷めやすい建物になります。

結果、空調の効率が悪くなり快適な室温に調整するためには空調機器を過剰に運転

しなければなりません。断熱性能が高いと空調を使う頻度が減って省エネな建物と

なるのです。
効果的な断熱には断熱性能のほか結露の発生を減らす防露性能、建物に外気の通り道

を作らない気密性能があり、すべてが欠かせない性能です。

以下は代表的な断熱材です。

グラスウール ロックウール ポリエチレンフォーム

外張断熱工法(外断熱)

§5　 環境配慮について
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単板ガラス

再生可能エネルギーを利用した発電方法の例

太陽光発電 風力発電

板ガラス

ガラス

板ガラス 板ガラス

中空層 中空層

Low-E膜

複層ガラス

断熱性能 良普通

Low-E複層ガラス

■ガラスの枚数・・・ 多いほど高性能 

■ガラスの種類・・・ Low-E の方が高性能 

■中空層の厚さ・・・ 厚い方が高性能

手法2　 太陽光発電等による創エネルギー

環境配慮の手法として、前述のように消費するエネルギーを抑制することのほかに、

再生可能エネルギーと呼ばれる環境に配慮したエネルギーが挙げられます。

現在住宅等で採用される再生可能エネルギーの利用方法は一般的に太陽光発電システム

が多く採用されています。



木造戸建て住宅性能向上改修促進事業補助金
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